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令和8(2026)年度 診療報酬改定率 2年度平均
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※1 賃上げ分 ＋1.70% ＋1.23% ＋2.18%

※2 物価対応分 ＋0.76% ＋0.55% ＋0.97%

内訳 病院 (＋0.49%)
医科診療所 (＋0.10%)
歯科 (＋0.02%)
調剤 (＋0.01%)
高度機能医療病院措置 (＋0.14%)

※3 入院時の食費・光熱水費分 ＋0.09%
※4 令和6年度診療報酬改定以降の経営環境悪化の緊急対応分 ＋0.44%

内訳 病院 (＋0.40%)
医科診療所 (＋0.02%)
歯科 (＋0.01%)
調剤 (＋0.01%)

※5  後発医薬品置き換えの進展を踏まえた処方や調剤に係る評価の適正化、実態を踏まえた在宅

医療・訪問看護関係の評価の適正化、長期処方・リフィル処方の取り組み強化等による効率化

▲0.15%

※6 ※1～※5を除く改定分 ＋0.25%
各科改定率 医科 (＋0.28%)

歯科 (＋0.31%)
調剤 (＋0.08%)

薬

価

等

薬価 実勢価等改定 ［令和8年4月施行］ ▲0.86%（国費▲1052億円程度）

材料価格 実勢価格改定 ［令和8年6月施行］ ▲0.01%（国費▲ 11億円程度）



令和8(2026)年度診療報酬改定率 ［4月薬価改定･6月本体/材料改定］

令和 8（2026)年度診療報酬改定率 ＋3.09%

診療報酬本体

1.賃上げ分 ＋1.70%

2.物価対応分 ＋0.76%

3.食費•光熱水費分 ＋0.09%

4.令和6 年度以降の経営悪化緊急対応分 ＋0.44%
5.処方•調剤•在宅•訪問看護の適正化効率化 ▲0.15％
6.その他(1～5以外） ＋0.25%

薬価等 ▲0.87%

診療報酬本体は＋3.09%(令和8年度＋2.41%、令和9年度

＋3.77%の平均）薬価等は▲0.87%となった。診療報酬改定

率が＋3%を超える高水準となったのは平成8(1996)年以来30

年ぶりである。内訳をみると賃上げ分＋1.70%(全体の半分以上)

を占める。 賃上げ分・物価対応分などを除いた＋0.25%が実質

的な医療技術評価と考えられる。施設類型での医科への配分、

処方・調剤の適正化効率化、個別項目改定内容等が影響する。







診療報酬 薬価等 【参考】診療報酬＋薬価等

平成24年度 ＋１．３７９％ ▲１．３７５％ ＋０．００４％

平成26年度

通常改定分 ＋０．１％ ▲１．３６％ ▲１．２６％

消費税対応分 ＋０．６３％ ＋０．７３％ ＋１．３６％

合計 ＋０．７３％ ▲０．６３％ ＋０．１％

平成28年度
＋０．４９％

▲１．８２％
（うち、市場拡大再算定の特例分等

▲０．２９％、実勢価等改定分▲１．５２％
（市場拡大再算定（通常分）を除くと▲１．３３％））

▲１．３３％
（実勢価等改定分で計算すると、▲１．０ 

３％）

平成30年度 ＋０．５５％
▲１．７４％

（うち、市場拡大再算定の特例分等
▲０．２９％、実勢価等改定分▲１．４５％）

▲１．１９％
（実勢価等改定分で計算すると、▲０． 

９％）

令和元年度

（消費税率引上げ

に伴う対応）

通常改定分 ±０％ ▲０．９５％ ▲０．９５％

消費税対応分 ＋０．４１％ ＋０．４７％ ＋０．８８％

合計 ＋０．４１％ ▲０．４８％ ▲０．０７％

令和２年度

＋０．５５％
①  ②を除く改定分 ＋０．４７％

②  働き方改革のための特例的な対応 ＋０．０８％

▲１．０１％
（うち、市場拡大再算定の見直し等▲０．０１％

実勢価等改定分（令和元年度改定の平年度化効果分を含
む）▲１．００％）

▲０．４６％
（実勢価等改定分（令和元年度改定の平年

度化効果分を含む）で計算すると、▲０． 

４５％）

令和４年度

＋０．４３％
① ②～⑤を除く改定分 ＋０．２３％
② 看護の処遇改善のための特例的な対応 ＋０．２０％
③ リフィル処方箋の導入・活用促進による効率化 ▲０．１０％
④ 不妊治療の保険適用のための特例的な対応 ＋０．２０％
⑤ 小児の感染防止対策に係る加算措置（医科分）の期限到来 ▲０．１０％

▲１．３７％
（うち、実勢価等改定分▲１．４６％ 

不妊治療の保険適用のための特例的な対応
+０．０９％）

▲０．９４％

令和６年度

＋０．８８％
①  ②～④を除く改定分 ＋０．４６％

(うち40歳未満勤務医師、事務職員等の賃上げ対応 ＋０．２８％程度)
②  看護職員その他の医療関係職種等の賃上げ対応 ＋０．６１％
③  入院時の食費基準額の引上げ ＋０．０６％

④  管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲０．２５％

▲１．００％ ▲０．１２％

過去の改定率の推移



令和８年度診療報酬改定の基本方針の概要

改定に当たっての基本認識

日本経済が新たなステージに移行しつつある中での物価・賃金の上昇、人口構造の変化や人口減少の中での人材確保、現役世代の負担の抑制努力の必要性 

2040年頃を見据えた、全ての地域・世代の患者が適切に医療を受けることが可能かつ、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構築医

療の高度化や医療DX、イノベーションの推進等による、安心・安全で質の高い医療の実現

社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

改定の基本的視点と具体的方向性

（１）物価や賃金、人手不足等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応

【重点課題】

【具体的方向性】

○医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった

物件費の高騰を踏まえた対応

○賃上げや業務効率化・負担軽減等の業務改善による医療従事者の人材確保に向けた取組

・医療従事者の処遇改善

・業務の効率化に資する ICT 、AI、IoT等の利活用の推進

・タスク・シェアリング／タスク・シフティング、  チーム医療の推進

・医師の働き方改革の推進／診療科偏在対策

・診療報酬上求める基準の柔軟化等

（２）2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医

療の確保、地域包括ケアシステムの推進

【具体的方向性】

○患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価

○「治し、支える医療」の実現
・在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能（緊急入院等）を担う医療機関の評価

・円滑な入退院の実現

・リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進

○かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価

○外来医療の機能分化と連携

○質の高い在宅医療・訪問看護の確保

○人口・医療資源の少ない地域への支援

○医療従事者確保の制約が増す中で必要な医療機能を確保するための取組

○医師の地域偏在対策の推進等

（３）安心・安全で質の高い医療の推進 【具体的方向性】

○患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価

○アウトカムにも着目した評価の推進

○医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価

○質の高いリハビリテーションの推進

○重点的な対応が求められる分野（救急、小児・周産期等）への適切な評価

○感染症対策や薬剤耐性対策の推進

○口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達

不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進

○地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬

局・薬剤師業務の対人業務の充実化

○イノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等等

（４）効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

【具体的方向性】

○後発医薬品・バイオ後続品の使用促進

○OTC類似薬を含む薬剤自己負担の在り方の見直し

○費用対効果評価制度の活用

○市場実勢価格を踏まえた適正な評価

○電子処方箋の活用や医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による

医薬品の適正使用等の推進

○外来医療の機能分化と連携（再掲）

○医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価（再掲）等
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